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令和年月日 木曜日 第号官 報
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
募
集
株
式
の
発
行
に
よ
り
資
本
金
及
び
資
本

準
備
金
の
額
が
そ
れ
ぞ
れ
百
十
五
億
円
ず
つ
増
加
す
る
こ

と
を
条
件
と
し
て
、
資
本
金
及
び
資
本
準
備
金
の
額
を
そ

れ
ぞ
れ
百
十
五
億
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

掲
載
頁

八
十
二
頁
（
号
外
第
九
十
四
号
）

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
二
番
七
号
赤
坂
Ｋ
タ

ワ
ー
七
階

シ
ー
カ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ア
マ
ン
・
マ
ル
コ

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
六
億
四
千
五
百
万
円
、

資
本
準
備
金
の
額
を
二
十
七
億
四
千
五
百
万
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
二
三
番
一
号

株
式
会
社
Ａ
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｃ
４
２

代
表
取
締
役

中
村

彰
利

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、資
本
金
の
額
を
一
億
四
千
四
百
六
万
五
千
円
、

資
本
準
備
金
の
額
を
一
億
五
千
三
百
六
万
五
千
円
減
少

し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
千
万
円
、
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

掲
載
頁

七
十
五
頁
（
号
外
第
二
七
七
号
）

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
四
番
一
二
号
渋
谷

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
ス
ク
エ
ア
三
九
Ｆ

株
式
会
社
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｔ
Ｈ
Ｒ
Ｅ
Ｅ

代
表
取
締
役

山
本

真
也

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
十
三
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

神
奈
川
県
高
座
郡
寒
川
町
一
之
宮
七
丁
目
十
番
一
号

三
光
化
学
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

椚
瀬

彰

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

兵
庫
県
洲
本
市
下
内
膳
一
六
一
番
地
の
一

淡
南
化
學
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

内
野

広
一

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
長
﨑
美

知
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。令

和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

川
崎
市
川
崎
区
宮
本
町
八
番
地
一
一

タ
ツ
ジ
ン
ノ
モ
リ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

日
本
に
お
け
る
代
表
者

長
﨑

美
知

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
十
二
億
六
千
五
百
九
十

五
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。
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令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

ジ
ー
・
ジ
ェ
イ
・
レ
ジ
デ
ン
ス
・
フ
ォ
ー
特
定

目
的
会
社

取
締
役

髙
橋

法
彦

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
十
七
億
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。
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令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

マ
リ
オ
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
七
千
九
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

掲
載
頁

二
〇
九
頁
（
号
外
第
二
一
七
号
）

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
二
番
五
号

は
な
さ
き
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鄭

武
壽

取
消
公
告

令
和
七
年
四
月
七
日
（
号
外
第
七
十
八
号
）
掲
載
の
資

本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告
並
び
に
第
八
期
決
算

公
告
（
枠
組
）
中
、
決
算
公
告
の
み
を
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

大
阪
市
北
区
梅
田
二
丁
目
一
番
三
号

株
式
会
社
刀

代
表
取
締
役

森
岡

毅

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
（
号
外
第
二
百
四
十
二
号
）

国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
九
十
八
号
（
平
成
六
年
建
設
省

告
示
第
千
八
百
八
十
二
号
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
）

（
原
稿
誤
り
）

五
九
ペ
ー
ジ
上
段
改
正
後
欄
終
り
か
ら
三
行
目
か
ら
二

行
目
「
も
の
」
は
「
建
築
物
又
は
令
和
七
年
国
土
交
通
省

告
示
第
九
百
九
十
六
号
第
一
第
一
号
に
規
定
す
る
火
災
抑

制
等
建
築
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
周
囲
に
幅
員
が
一
・
五

メ
ー
ト
ル
以
上
の
通
路
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
」
の
誤

り
。同

ペ
ー
ジ
同
段
改
正
前
欄
終
り
か
ら
三
行
目
か
ら
二
行

目
「
も
の
」
は
「
も
の
」
の
誤
り
。

同
ペ
ー
ジ
下
段
改
正
後
欄
一
行
目
か
ら
五
行
目
及
び
同

ペ
ー
ジ
同
段
改
正
前
欄
一
行
目
を
削
除
す
る
。

六
〇
ペ
ー
ジ
上
段
改
正
後
欄
終
り
か
ら
三
行
目
「
建
築

物
」
は
「
建
築
物
又
は
令
和
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
九

百
九
十
六
号
第
一
第
一
号
に
規
定
す
る
火
災
抑
制
等
建
築

物
で
あ
っ
て
、
そ
の
周
囲
に
幅
員
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以

上
の
通
路
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
」
の
誤
り
。

同
ペ
ー
ジ
同
段
改
正
前
欄
終
り
か
ら
三
行
目「
建
築
物
」

は
「
建
築
物
」
の
誤
り
。

同
ペ
ー
ジ
下
段
改
正
後
欄
一
行
目
か
ら
五
行
目
及
び
同

ペ
ー
ジ
同
段
改
正
前
欄
一
行
目
を
削
除
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
十
六

号
（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定

に
よ
り
特
別
評
価
方
法
認
定
を
し
た
件
）

（
原
稿
誤
り
）

目
次
及
び
本
文
に
お
い
て
、
令
和
七
年
十
二
月
五
日
国

土
交
通
省
告
示
第
千
四
十
六
号
を
削
除
す
る
。

取
消
公
告

令
和
七
年
十
二
月
五
日
（
号
外
第
二
六
七
号
）
掲
載
の

吸
収
分
割
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
吸
収
分
割

公
告
の
み
を
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
西
新
橋
二
丁
目
八
番
六
号

（
甲
）
ニ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
１
２
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

隆
司

石
川
県
河
北
郡
津
幡
町
字
津
幡
ハ
七
二
番
地

（
乙
）
株
式
会
社
永
島
製
作
所

代
表
取
締
役

永
島

剛


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